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被告は、本準備書面において、原告の２０２５年（令和７年）１２月２２日付け

第２準備書面（以下「原告第２準備書面」という。）に対し、必要と認める範囲で反

論するとともに（後記第１ないし第３）、原告の求釈明事項について必要と認める範

囲で回答する（後記第４）。 

なお、略語については、本準備書面で新たに用いるもののほかは、従前の例によ

る。 

 

第１ 本件開示請求１及び本件開示請求２（以下、これらを併せて「本件各開示請

求」という。）の対象文書が甲９文書以外に現に甲第３５号証として存在するに

もかかわらず、これを開示しなかった本件各不開示決定は国賠法上違法である

旨の原告の主張は理由がないこと 

１ 原告の主張 

原告は、「安倍元総理大臣の葬儀の形式について」と題する文書（甲３５。以

下「甲３５文書」という。）が、①「甲９と同一日・同一名義で作成された文書」

であり、②甲３５文書の「内容的に国葬儀を閣議決定で行うことに関する」上、

③甲３５文書の「「２」の見出しには、「（内閣法制局も了承）」と明記されて」

いることから、本件各開示請求の対象文書である「国の儀式として行う総理大

臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて、令和４年７月１２日～１４

日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した文書一切」（なお、補正により除

かれた文書部分については、本準備書面では、記載を省略する。以下同じ。）に

該当すると主張する。 

また、原告は、上記主張を前提として、内閣官房内閣総務官及び内閣府大臣

官房長が、甲３５文書を開示しなかった本件各不開示決定には国賠法上の違法

があると主張する。（以上につき原告第２準備書面２ないし５ページ） 

２ 被告の反論 

(1) 行政機関の長は、開示請求書の記載によって特定された行政文書を開示す
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れば足り、補正がされた場合は、補正により特定された行政文書を開示すれ

ば足りること 

情報公開法に基づく開示請求に当たっては、開示請求に係る行政文書を特

定するに足りる事項を開示請求書に記載すべきことが定められている（情報

公開法４条１項２号）。したがって、開示請求に係る文書が特定されているこ

とは、開示請求が適法となるための要件であり、開示請求を受けた行政機関

の長は、開示請求書に記載された行政文書を特定するに足りる事項によって、

いかなる文書が請求の対象となっているかを判断すべきであるのが原則であ

る。そのため、開示請求書の記載によって開示請求に係る文書が特定されて

いると認められる場合には、行政機関の長は開示請求書の記載によって特定

された文書を開示すれば足りると解するのが相当である。他方、行政機関の

長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、行政機関の長は補

正を求めることができる（情報公開法４条２項）。そして、補正により開示請

求に係る文書が特定されるに至った場合には、行政機関の長は、補正によっ

て特定された文書を開示すれば足りると解される。 

本件各開示請求に係る行政文書は、答弁書第６の２(2)ア及び同(3)ア（１

９及び２０ページ）で述べたとおり、「国の儀式として行う総理大臣経験者の

国葬儀を閣議決定で行うことについて、令和４年７月１２日～１４日に内閣

法制局とやりとりした内容を記録した文書一切」と特定された。 

したがって、内閣官房内閣総務官及び内閣府大臣官房長は、それぞれ、上

記のとおり特定された行政文書を開示すれば足りる。 

(2) 甲３５文書が本件各開示請求に係る行政文書に該当しないこと 

甲３５文書は、作成名義人である「内閣官房・内閣府」が、「安倍元総理大

臣の葬儀の形式について」記載した文書であり、「１ 過去の例」として、政

府が関与した元総理の葬儀の形式、「２ 国葬儀を政府が決定すること」とし

て、「閣議決定を根拠に国の儀式である国葬儀を実施することは可能」である
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との法的整理、「３ 安倍元総理の場合」の葬儀の形式として、「国が執行者

となり、全額国費で行われる国葬儀（＝吉田元総理の例）の形式で実施する

ことが適当であると考えられる」ことが記載されている。 

このような甲３５文書は、内閣官房及び内閣府が、「安倍元総理大臣の葬儀

の形式について」記載した文書ではあるものの、その記載された内容に照ら

し明らかなように、内閣官房及び内閣府が「令和４年７月１２日～１４日に

内閣法制局とやりとりした内容」は記録されていないから、甲３５文書は、

「令和４年７月１２日～１４日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した

文書」ではない。 

したがって、甲３５文書は、本件各開示請求に係る行政文書である「国の

儀式として行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて、令

和４年７月１２日～１４日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した文書

一切」には該当しない。 

(3) 甲３５文書が、本件各開示請求に係る行政文書に該当する旨の原告の主張

は理由がないこと 

ア これに対し、原告は、前記１のとおり、①甲３５文書が「甲９と同一日・

同一名義で作成された文書」であり、②甲３５文書の「内容的に国葬儀を

閣議決定で行うことに関する」上、③甲３５文書の「「２」の見出しには、

「（内閣法制局も了承）」と明記されて」いるから、甲３５文書は、本件各

開示請求に係る行政文書に該当すると主張する。 

イ しかし、①の事実（甲３５文書が「甲９と同一日・同一名義で作成され

た文書」であるという事実）は、そもそも補正において記載して特定され

た行政文書の内容とは関係のない事情であって、本件各開示請求に係る行

政文書の特定に関係がない。 

したがって、①の事実をもって、甲３５文書が本件各開示請求に係る行

政文書に該当するとはいえない。 
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ウ また、②の事実（甲３５文書が「内容的に国葬儀を閣議決定で行うこと

に関する」ということ）についてみても、前記(1)で述べたとおり、内閣官

房内閣総務官及び内閣府大臣官房長は、補正により特定された行政文書を

開示すれば足りるところ、補正により特定された行政文書は、「国の儀式と

して行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて、令和４

年７月１２日～１４日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した文書一

切」（下線は引用者。以下同じ。）であって、「国葬儀を閣議決定で行うこと

に関する文書一切」ではない。 

そして、前記(2)のとおり、甲３５文書は、「令和４年７月１２日～１４

日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した文書」ではないのであるか

ら、②の点をもって甲３５文書が本件各開示請求に係る行政文書に該当す

るとはいえない。 

エ さらに、③の事実（甲３５文書の「「２」の見出しには「（内閣法制局も

了解）」と明記されて」いること）についてみても、甲３５文書の「２ 国

葬儀を政府が決定すること」の見出しの直後に付記された「（内閣法制局も

了解）」という記載は、その記載箇所、記載の体裁及び記載の内容に照らせ

ば、作成名義人である内閣官房及び内閣府の法的整理である「国葬儀を政

府が決定すること」ということについて、内閣法制局が甲３５文書作成当

時に了解していたことについて補足的に記載しているにすぎず、内閣官房

及び内閣府が上記付記をもって甲３５文書に「令和４年７月１２日～１４

日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した」わけではない。 

オ 以上のとおりであるから、原告の主張する前記１の①ないし③の点をも

っても、甲３５文書が本件各開示請求に係る行政文書に該当するとは認め

られない。 

(4) 甲３５文書を本件各開示請求に係る行政文書として開示しなかった本件各

不開示決定に国家賠償法上の違法は認められないこと 
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ア 原告は、国民一般には公開しながら、原告に対しては本件各開示請求に

係る行政文書である甲３５文書を存在しないとして開示しなかったことは、

文書の存在を認識しながら不存在であるとして開示しなかったものである

から、国家賠償法（以下「国賠法」という。）１条１項にいう故意又は少な

くとも職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と行った過失が認

められ、違法であると主張する（原告第２準備書面５及び６ページ）。 

イ しかし、答弁書第８（２４ページ）で述べたとおり、国賠法１条１項の

「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国

民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加える

ことをいい、当該公務員の職務遂行に国賠法上の違法があったというため

には、単に同行為により権利侵害があったというだけでなく、職務上通常

尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と職務行為を行ったと認め得る

ような事情があることを要するのであって、このような事情がある場合に

限り、当該公務員の職務遂行が国賠法上違法であるとの評価を受けるので

ある。 

そして、前記(1)のとおり、情報公開法に基づく開示請求を受けた行政機

関の長は、補正により開示請求に係る行政文書として特定された文書を開

示すれば足りるところ、前記(2)のとおり、甲３５文書は本件各開示請求に

係る行政文書に該当しないから、甲３５文書を開示しなかった本件各不開

示決定に違法はない。 

また、内閣官房内閣総務官及び内閣府大臣官房長において、甲３５文書

が、補正により特定された本件各開示請求に係る行政文書に該当しないと

判断したことは、前記(2)で述べた甲３５文書の内容に照らし、合理的であ

る。 

したがって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と職

務行為を行ったと認め得る事情がある場合には該当しない。 



 

9 

 

ウ そもそも被告の令和７年１２月１６日付け準備書面(3)（以下「被告準備

書面(3)」という。）第３の１(2)（６ないし１３ページ）で詳述したとおり、

原告からは、本件訴訟外において、安倍元総理の国葬議等に関する文書に

ついて、多数の開示請求がされ、内閣官房及び内閣府において、既に
．．

延べ
．．

数万ページに及ぶ行
．．．．．．．．．

政文書
．．．

の開示決定をして
．．．．．．．．

いる
．．

。 

甲３５文書についても、㋐内閣官房につき、「②２０２２年７月１２日～

１４日に内閣法制局に国葬儀を閣議決定することについて相談した内容

について、内閣官房内への報告にかかる記録一切。※いずれも内閣法制局

－第２０号令和４年８月１８日付けの通知書で開示された「応接録」（同封）

を参照してください。」（被告準備書面(3)第３の１(2)表１の４。甲３３）

及び「⑤令和４年７月２２日の閣議決定「故安倍晋三の葬儀の執行につい

て」の決定過程において作成・使用された文書及び電磁的記録等一切」（同

表１の１３。甲３６）の各開示請求において、また、㋑内閣府につき、「②

２０２２年７月１２日～１４日に内閣法制局に国葬儀を閣議決定するこ

とについて相談した内容について、内閣府内への報告にかかる記録一切。

※いずれも内閣法制局－第２０号令和４年８月１８日付けの通知書で開

示された「応接録」（同封）を参照してください。」（同表２の５。甲３４）

及び「①故安倍晋三国葬儀閣議決定等決裁等（作成•取得年度等：２０２２

年度、府省庁名：内閣府、大分類：管理、中分類：政府主催式典関係）」（同

表２の１２。甲３８）の各開示請求において、いずれも開示している。 

それにもかかわらず、本件各開示請求に限り、内閣官房内閣総務官及び

内閣府大臣官房長において、本件各開示請求に係る行政文書として甲３５

文書が存在することを認識しながら、あえて同文書を不存在であるとして

開示しない決定をすることはおよそあり得ない。 

エ したがって、内閣官房内閣総務官及び内閣府大臣官房長に、国賠法上の

故意はもとより、職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件
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各不開示決定を行ったと認め得る事情もないから、国賠法上違法の評価を

受ける余地はなく、原告の前記アの主張は理由がない。 

(5) 小括 

以上のとおりであるから、原告の前記 1 の主張は理由がない。 

 

第２ 甲３５文書が他の文書も存在することを推察させる旨の原告の主張は理由

がないこと 

１ 原告の主張 

原告は、甲３５文書の「国葬令のような国民一般に喪を服することを強制す

るような取扱いをしない場合には、法的根拠を与えるための立法行為は必要な

いこと」との記載が、甲９文書には含まれていないところ、この記載が「どの

ような経緯で甲３５文書に含まれるに至ったかは不明であるが」、令和４年「７

月１２日から同月１４日までの間に、内閣法制局側から「修正に関する連絡」

と（ママ）受けて加筆されたものと考えられる」とする。その上で、原告は、

上記記載について、「憲法との関係ないし法律事項であるかどうかの判断を含

むものであり、（中略）内閣法制局が指導・関与して規定されたと考えられる」、

「その重要性に照らせば、内閣法制局と内閣官房・内閣府との間のやり取りの

すべてが口頭で行われたとは到底考えられず、互いの認識を確認するために文

書（メール等を含む。）が使われたはずであるし、内閣官房・内閣府の部内ある

いは上級者への報告等においても、内閣法制局の意見等を記載して上級者の見

解を求める等したはずである」ことや「決裁ラインに関係者が多数いる」こと

からも、「随時の報告や相談などが電子メールその他の文書でなされなかった

ことや、それら文書が保存されなかったことはおよそ考えられない」と主張す

る（原告第２準備書面５ないし８ページ）。 

２ 被告の反論 

(1) 原告は、前記１のとおり、薄弱な根拠に基づいて、「はずである」、「考えら
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れる」などと憶測を積み重ねることにより、電子メールその他の文書が作成・

取得されたことがうかがわれる旨を主張するが、原告が根拠とする事情は、

これらを併せても、およそ文書の作成・取得を推測させるに足りるものでは

ない。本件における令和４年７月１２日から同月１４日までの３日間の内閣

官房及び内閣府が内閣法制局に対して意見照会を行った際のやり取りの内容

は、被告がこれまでに陳述・提出した答弁書及び準備書面並びに乙第５号証

及び乙第７号証ないし乙第１０号証等により主張・立証（反証）してきたと

おりであるところ、答弁書第７（２１ないし２４ページ）及び被告準備書面

(1)第２（９ページ）で述べたとおり、本件各文書について、内閣官房及び内

閣府において作成又は取得していないか、作成又は取得したことがあるもの

があったとしても、使用目的終了後、遅滞なく廃棄している。 

よって、原告の前記１の主張は、当を得ないものであるというほかない。 

(2) なお、甲９文書は、内閣官房及び内閣府が、「国の儀式として行う総理大臣

経験者の国葬儀を閣議決定で行うこと」（甲９表題部参照）に関して、内閣法

制局とやり取りして作成した文書である。 

他方、甲３５文書は、内閣官房及び内閣府が、個別事案である「安倍元総

理大臣の葬儀の形式について」（甲３５表題部参照）作成した文書であって、

内閣法制局は甲３５文書の作成につき、何ら「指導・関与」していない。 

 

第３ 国葬儀についての検討態勢に係る原告の主張は理由がないこと 

１ 原告の主張 

原告は、「当時の検討対象は、①葬儀の形式を国葬儀にするか、あるいは別の

形式にするか、②葬儀の形式を国葬儀とする場合に閣議決定を根拠にできるの

か、といった点であった。そのような重要事項を、被告が特定した担当者レベ

ルの者、すなわち参事官と企画官、あるいは課長と課長補佐という職位者が決

定できるはずがない。」と主張し、かかる主張を前提として、被告が決裁ライン
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についての裁判所の質問に十分回答していないと論難し、また、「閣議決定の付

議に先立つ検討段階から、関連する各種の情報の共有や報告が、これら決裁ラ

インの人々に対してなされていたはずであり、その際には、正確性確保や迅速

性確保の観点から、口頭ではなくメールや書面で情報提供や相談がされていた

はずである。」と主張する（原告第２準備書面８及び９ページ）。 

２ 被告の反論 

しかし、本件訴訟の審判対象である訴訟物や争点に関する本件各開示請求に

係る行政文書は、「国の儀式として行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で

行うことについて、令和４年７月１２日～１４日に内閣法制局とやりとりした

内容を記録した文書一切」であるところ、本件で問題となっているのは、閣議

決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことが可能であるかという法律

問題であって、この点の検討は、被告準備書面(3)第１の１(2)及び２(2)（２な

いし４ページ）で述べたとおり、内閣官房及び内閣府における定例的・定型的

な業務ではない総理大臣経験者の葬儀の形式という事案に鑑み、保秘の観点か

ら、内閣官房においては西澤元参事官らの２名のみ、内閣府においては中嶋元

課長らの２名のみでそれぞれ検討を行ったものである1。なお、内閣官房におい

ては、内閣法制局の指摘を踏まえて修正した後の案段階文書について、御厩敷

元企画官が内閣総務官と西澤元参事官に共有したほか、内閣法制局長官まで了

であることを西澤元参事官が電話で上司である内閣総務官に報告した（乙７・

２及び３ページ、乙８・１及び２ページ）。また、内閣府においては、中嶋元課

長が、内閣府幹部（事務次官、大臣官房長）に内閣法制局の了解が得られた旨

 
1
 なお、その検討の過程において内閣法制局に意見を求めているが、内閣官房及び内閣府にお

いて、同じく内閣に置かれる機関である内閣法制局に対して意見を求めることは、法令の解釈

を確認するために一般的に行われている業務の一つであるため、内閣官房及び内閣府において

は、内閣法制局に対して意見を求めることは、一般に決裁が必要とされておらず、このことは、

内閣官房及び内閣府が令和４年７月１２日ないし同月１４日に国の儀式として行う総理大臣経

験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて内閣法制局に相談した際も同様であったことは、

被告準備書面(3)第１の１(2)及び２(2)（３及び４ページ）で述べたとおりである。 
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甲９文書をもとに報告した（乙９・２枚目）。なお、以上のとおり、被告は、本

件訴訟の審判対象である訴訟物や争点との関係を踏まえた裁判所の求釈明に真

摯かつ十分な回答をしているのであって、これが不十分であるとの原告の指摘

は当たらない。 

そして、内閣官房及び内閣府において、閣議決定を根拠として国の儀式であ

る国葬儀を行うことが可能であるとの法的整理を行った後、「故安倍晋三の葬

儀の執行について」、内閣官房において閣議付議の決裁を行い（甲３７）、また、

内閣府においても閣議請議の決裁を行った（甲３９）上で、令和４年７月２２

日に閣議決定された（甲３）ものである。 

したがって、原告の前記１の主張は理由がない。 

 

第４ 原告の求釈明事項に対する回答 

１ 「被告は、本件開示請求の対象文書の意味を具体的にどのような内容と解釈

したのか。」（原告第２準備書面第４の４(1)・１０及び１１ページ）について 

本件各開示請求に係る行政文書として特定した内容は、被告準備書面(3)第３

の１(1)（５及び６ページ）で述べたとおりである。 

この点、原告は、大阪地方裁判所令和７年６月５日判決（甲４０）が、「「御

庁が業者との間でやり取りした内容を記録した文書」とは、各省の担当者と業

者との間で行われた言葉のやり取り（交渉、依頼、要請、拒否、確認、連絡等）

の内容が記録された文書をいい、ある程度抽象化されたもの（やり取りの概要

や要点）でもよい」と判示し、同事案の被告国の主張（上記文書は「やり取り

した内容そのものが記録されたもの」をいい、その概要や要点を記録した文書

は含まれない旨の主張）を排斥しているなどとした上で、被告は、「やり取りし

た内容を記録した文書」の意味を、「「やり取りした内容そのものが記録された

もの」を言い、その概要や要点を記録した文書は含まれない」」との立場をとる

のか、あるいは、「大阪地裁判決が採用した立場をとるのか」明らかにすべきで
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あると主張する（原告第２準備書面１０及び１１ページ）2。 

しかし、開示請求を受けた行政機関の長は、開示請求によって特定された行

政文書について、当該特定された行政文書について不開示事由があるかどうか

などを検討の上、開示すべきかどうかを判断すべきであり、かつ、これで足り

るところ、本件各開示請求においては、前記第１の２(1)で述べたとおり、「国

の儀式として行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて、令

和４年７月１２日～１４日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した文書一

切」と特定され、これについて内閣総務官及び内閣府大臣官房長は判断したも

のであって、単に「やり取りした内容が記録された文書」と特定されたわけで

はない。 

このように、本件各開示請求に係る行政文書を特定する要素のうち「やり取

りした内容が記録された文書」という文句のみを取り出して検討すること自体

不相当であるし、ましてや、被告として、本件訴訟とは別の行政文書に係る下

級審裁判例の判示と同じ解釈をとるのかどうかを明らかにすべき立場にもない。 

よって、原告の上記求釈明事項に対しては、回答の要を認めない。 

２ 「文書類型(ⅱ）、(ⅵ）、(ⅶ）で、①または②に該当するとされた文書につき、

それぞれ、以下の事項を明らかにされたい。なお、各類型に該当する文書が複

数存在する場合には、それぞれの文書ごとに、個別に、(1)～(5)を明らかにさ

れたい。」（原告第２準備書面第４の４(2)・１１ないし１３ページ）について 

(1) 被告準備書面(2)第１の３(1)（６及び７ページ）及び被告準備書面(3)第３

の１(2)（６ないし１３ページ）で述べたとおり、文書類型(ⅱ)、(ⅵ)、(ⅶ)

について、本件開示請求１の対象文書（本件文書１）である「国の儀式とし

 
2
 なお、大阪地方裁判所令和７年６月５日判決（甲４０）判決は、「やり取りした内容が記録さ

れた文書」の意味について、本文において記載した原告の引用する判示部分にとどまらず、そ

れに続いて「これにより決定された事項や方針（やり取りの結果）だけが記録された文書は上

記特定事項（引用者注：御庁が業者との間でやり取りした内容を記録した文書）には含まれな

いものと解するのが相当である。」と判示している。 
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て行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて、令和４年７

月１２日～１４日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した文書一切。た

だし、令和４年９月２６日付け閣総第５５６号－３で開示された「国の儀式

として行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて」を除く。」

又は本件開示請求２の対象文書（本件文書２）である「国の儀式として行う

総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて、令和４年７月１２

日～１４日に内閣法制局とやりとりした内容を記録した文書一切。※府総第

９２４号令和４年９月２６日付で開示の実施をした文書（４枚）を除く。」に

含まれる文書は不存在である。 

本件各文書については、内閣官房及び内閣府において作成又は取得してい

ないか、作成又は取得したことがあるものがあったとしても、使用目的終了

後、遅滞なく廃棄している。このことは、答弁書第７（２１ないし２４ペー

ジ）及び被告準備書面(1)第２（９ページ）で述べたとおりである。 

(2) なお、被告が、被告準備書面(2)第１の３(1)（６及び７ページ）において、

原告の用いていた「(ｱ)」ないし「(ｳ)」（同５ページ）をそのまま用いずに、

「後記①のとおり」又は「後記②のとおり」として、「…含まれるものとして

は不存在」という記載ぶりを用いたのは、原告が、原告第１準備書面第５の

３（１７ないし１９ページ）において、「本件各開示請求の対象文書」という

限定を何ら付すことなく、「(i）ないし(ⅶ）」の類型に該当する文書について

釈明を求めており、本件各開示請求の対象文書とは異なる内容の文書をも含

むのか不分明なところがあったため、念のため、回答の範囲を本件各開示請

求に限定する趣旨を明らかにするためである。 

３ 「内閣法制局への照会内容について」（原告第２準備書面第４の４(3)・１３

ページ）について 

この点に対する回答については、被告準備書面(1)第１の２(1)（５及び６ペ

ージ）、被告準備書面(2)第１（２及び３ページ）及び被告準備書面(3)第３の２
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（１３ページ）で述べたとおりであるほか、原告のいう「将来に関する記載」

（甲９文書における「国費をもって国の事務として行う葬儀を、将来にわたっ

て一定の条件に該当する人について、必ず行うこととするものではないこと」

との記載）については、被告準備書面(2)第２の４及び５（１０及び１１ページ）

で述べたとおり、内閣法制局からの指摘を踏まえて案段階文書に追記したもの

である。 

なお、内閣法制局は甲３５文書の作成につき、何ら「指導・関与」していな

い。 

４ 甲３５文書が国民にいつ公開されたのか（令和７年１２月２３日の第５回口

頭弁論調書２ページ）について 

甲３５文書は、令和５年１月１３日に、内閣府ホームページに掲載された。 

また、公表自体については、令和４年１２月２２日に行われた官房長官会見

の冒頭発言において、甲３５文書を含む冊子（「故安倍晋三国葬儀に関する意見

聴取結果と論点の整理」）について発言がされ、記者に対して、甲３５文書を含

む冊子全体版が配付された（乙１７、乙１８）。 

以 上 


